
        ■  最低賃金審議会の調査審議に基づく地域別最低賃金決定の仕組み

　都道府県労働局長が行う事項

　最低賃金審議会が行う事項

　労働者又は使用者が行う事項

　 (3.8.4)

（3.7.6）  （3.7.6）    (3.8.4) 　 　提出期限     （3.8.23）　　　（3.8.23） 　　　（3.9.1） （3.10.1）
    (3.8.19)       予定　　　　　　　予定 　　　　予定 　　予定

(注）
労働者又は使用者が異議を申し出る場合には、異議の内容及び理由を記載した異議申出書を公示のあった日から15
日以内(審議会方式による場合)に都道府県労働局長に提出することにより行うこととされている。
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